
議
案
虜
六
十
二
号

･

′濃
会
の
養
魚
そ
の
他
非
常
廟
の
戟
負
の
公
葬
災
阜
補
蝶
等
に
的
す
る
条
例
の

一
部
改
正
忙
つ
い
て

次
で
若
-
初
-
そ
の
他
非
常
勤
の
芸
の
公
要
害
補
霊
に
由
す
違
例
の
蒜
を
改
正
す

る
こ
と
雲
い
て
･
地
方
自
治
嬢
(
粕
和
二
十
毒
味
簿
弟
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
蒜
の
親
芝
よ

り
'
本
浪
会
の
議
決
を
求
め
る
.
I

鵬
和
六
十
三
年
六
月
二
十
日

三

朝

町

長

　

濠

　

田

　

黄

一

郎

I

層
槍
蔓
六
-
雪
原
奉
可
決

三
朝
町
後
金
級
長
安
井
由
符
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三
朝
町
条
例
弟

号

)

.

滋

議
会
の
義
貞
､
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
鎌
等
紅
関
す
る
粂
例
の

l
部
を
改
正
す
る
条
例

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
儒
動
の
沸
点
の
公
務
災
害
補
併
等
に
貯
す
る
条
例
(
,
弛
和
四
十
二
年
三
朝
町
条
例
-

第
三
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

附
則
第
五
条
第
3
項
の
表
中

＼

に
改
め
'
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同
条
第
二
項
の
表
中

.　〕　,

忙
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

改
正
後
の
附
則
集
五
条
の
規
定
は
1
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
唱

(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
　
の
前
白

の
煮
す
る
.
舟
の
翌
月
(
T
以
下
｢
施
行
月
｣
と
い
う
｡
)
奴
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
併
及
び
施
行
日



以
後
に
支
給
す
べ
き
事
甲
の
生
じ
た
休
業
補
併
に
つ
い
て
適
用
し
'
施
帝
月
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る

補
併
及
び
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
休
業
補
僕
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
,
る
｡

｣

　

㌧

.


